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1. ご挨拶・ほっと資産の趣旨 
この度は、TERA Energyの「ほっと資産」にご関心をお持ちいただき、誠にありがとうございま
す。代表取締役の竹本了悟です。 

TERA Energyは、「温かなつながりをつむぐ」ことを大切にし、寄付で人を応援し、自然に優しい
再生可能エネルギー由来（FITを含む）の電気「テラエナジーでんき」を供給しています。 

ほっと資産の着想は、2017年11月に現取締役の本多が企画した【仏教と環境 研究会】にて、認
定NPO法人 気候ネットワークの豊田陽介氏から紹介されたドイツの事例にあります。地方の
人々が電力会社を設立し、その収益で赤字路線のバス会社を買い取り、現在では無償でバスを

運行しているという取り組みでした。 

2016年の電力自由化により、日本でも同様の挑戦ができると知り、「インフラ事業を活用すれ
ば、こうしたお金の循環をつくれるのではないか」「資金集めが得意でなくとも、素晴らしい活動を

している人たちを安定的に支えられる仕組みができるのではないか」と強く感じました。その想い

から、四人の僧侶によってTERA Energy株式会社を設立し、ほっと資産の仕組みが生まれまし
た。 

TERA Energyは、世界中の一人ひとりが大切にされ、それぞれが居心地よく生き、そして死んで
いける社会を目指しています。電気小売事業は、その想いを実現するための一つの手段です。 

私たちは、人と人との「つながりの質」にこだわっています。つながりは、人を幸せにも、不幸にも

します。だからこそ、つながりの温かさを大切にしたいと考えています。 

「ほっと資産」の“ほっと”には、温もりと安心という意味を込めています。寄付つきでんきによって
集められたほっと資産が、温かなつながりを紡いでいくことを心より願っています。 

合掌​
代表取締役　竹本了悟 

 



2. ほっと資産の仕組み 
テラエナジーでんきにご契約いただいているお客様の、毎月の電力量料金（税抜）の最大2.5％
を「ほっと資産」として積み立て、TERA Energy株式会社が、お客様の選択する団体へ寄付を行
います。 

※寄付先団体の選択は、テラエナジーでんきへの電力切替え申込み時（ウェブサイトまたは紙

面）に行っていただきます。​
※寄付先は、契約期間中いつでも変更することが可能です。 

 

3. 寄付の対象事業 
寄付の対象となる事業領域は、環境、地域活性、福祉、教育、人権など、つながりを育み、人び

との孤独感を和らげることに資する事業です。 

なお、特定の政党を支援する事業、または政治的主張の広報を目的とする事業は、寄付の対象

外とします。 

 

4. 寄付先団体として登録を希望される方へ 

4-1. 申請・認定条件 

以下の条件をすべて満たすことを必須とします。 

●​ ほっと資産の趣旨に賛同し、「3. 寄付の対象事業」に該当する事業を行っていること 
●​ 面談時に、団体の代表者が出席できること 
●​ 団体のウェブサイト、またはSNSアカウントを運用し、活動内容を公表していること 
●​ ​​メールやgoogleフォームでのやりとり・手続きが可能であること。 

法人格の有無は問いません。寄付対象の主体は、法人および個人とします。 

法人の場合は、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、株式会社など、形態を問いません。
法人格のない任意団体については、代表者個人を寄付先として登録していただきます。 

認定期間は1年間とし、その後は毎年自動更新とします。認定を辞退される場合は、更新日の3
か月前までにお申し出ください。 

なお、申請者または申請団体が以下のいずれかに該当する場合、認定は行いません。また、認

定後に該当することが判明した場合は、認定を取り消すことがあります。 

●​ 反社会的勢力またはその関係者 
●​ 刑事事件、または社会的・道義的信用を著しく失墜させる行為を行ったと弊社が判断した
場合 

●​ その他、ほっと資産事業部が不適当と判断した場合 

 



4-2. 認定後のファンドレイジング（資金調達）サポート 

テラエナジーでんきへの切替えを通じたファンドレイジング（資金調達の取り組み）を支援します。 

貴団体のソーシャルチェンジ・社会貢献活動に、より多くの方が関わる機会を創出するため、以

下のような方法でサポートを行います。 

【取り組み例】 

●​ 希望する団体へのファンドレイジングコンサルティング支援 
●​ テラエナジーでんき オンライン無料説明会 
●​ ほっと資産団体にご登壇いただくトークイベント等の開催 
●​ 気候変動などに関する勉強会の開催 
●​ テラエナジーでんき パンフレットの提供 
●​ テラエナジーでんき ウェブサイトでの団体紹介（インタビュー掲載） 
●​ SNS、メールマガジン等による情報発信 
●​ 団体のウェブサイト等で利用可能な電気切替え案内素材の提供 

 

4-3. 活動報告の提出 

年に一度、貴団体を寄付先として選択されているお客様に向けて、お礼および簡単な活動レ

ポートをお届けします。該当時期に担当者よりご連絡しますので、ご対応をお願いします。 

 

4-4. ほっと資産の入金 

●​ 入金は年1回とします。 
●​ 対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、その年の夏頃に入金します。 
●​ 寄付額については、事前に弊社よりお知らせします。 
●​ 支払方法は口座振込に限ります。 
●​ 振込手数料（税込）は、TERA Energy株式会社が負担します。 

 

5. 申請〜認定までの流れ 
ステップ1：お申し込み​
「寄付先団体申込みフォーム」より、必要事項を記入のうえお申し込みください。申込みは随時受

け付けています。​
後日、オンライン面談の日程調整について、メールでご連絡します。 

ステップ2：事業説明・面談／ヒアリング​
テラエナジーでんきおよびほっと資産の事業説明、ならびに貴団体の事業内容についてヒアリン

グを行います。 

ステップ3：審査​
面談後、弊社内部にて審査を行います。​
なお、審査結果や不承認理由に関する個別のお問い合わせにはお答えできません。 



ステップ4：認定（審査通過後）​
以下の手続きを行っていただきます。 

1.​ ほっと資産団体登録への同意表明 
2.​ 団体基本情報・口座情報の提出 
3.​ 弊社ウェブサイト掲載用の団体情報の提出 

なお、認定お知らせメールより3ヶ月を経過してもステップ４のすべての手続きが行われない場
合、認定を取り消しさせていただきますのでご注意ください。 

 

6. お問い合わせ 
TERA Energy株式会社　ほっと資産事業部​
担当：山中・道上・時耕 

〒615-0854​
京都市右京区西京極堤外町18-124 

Tel：075-874-4851（平日 10:00〜16:00）​
Fax：075-874-4852​
Mail：hotto@tera-energy.com​
Website：https://tera-energy.com 

 

https://tera-energy.com/
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